
一

（
外
交
防
衛
委
員
会
）

世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件

（
閣
条
第
一
一
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

こ
の
議
定
書
は
、
世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
（
以
下
「
世
界
貿
易
機
関
協
定
」
と
い
う
。
）
を
改
正

し
、
同
協
定
の
附
属
書
一
Ａ
に
漁
業
補
助
金
に
関
す
る
協
定
（
以
下
「
漁
業
補
助
金
協
定
」
と
い
う
。
）
を
追
加
す
る
こ
と
等

に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
二
〇
二
二
年
（
令
和
四
年
）
六
月
十
七
日
に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
採
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
議
定
書
は
、
前
文
、
本
文
、
末
文
及
び
附
属
書
（
漁
業
補
助
金
協
定
）
か
ら
成
り
、
同
附
属
書
に
は
、
第
一
条
か
ら
第

十
二
条
ま
で
の
規
定
が
含
ま
れ
る
。
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
本
文

世
界
貿
易
機
関
協
定
附
属
書
一
Ａ
に
つ
い
て
は
、
補
助
金
及
び
相
殺
措
置
に
関
す
る
協
定
の
次
に
漁
業
補
助
金
協
定
を
加

え
る
。
こ
の
議
定
書
は
、
世
界
貿
易
機
関
協
定
第
十
条
３
の
規
定
に
従
っ
て
、
加
盟
国
の
三
分
の
二
が
受
諾
し
た
時
に
そ
れ

ら
の
加
盟
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
じ
、
そ
の
後
は
、
そ
の
他
の
各
加
盟
国
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
る
受
諾
の
時
に
効
力

を
生
ず
る
。



二

二
、
議
定
書
の
附
属
書
（
漁
業
補
助
金
協
定
）

１

い
か
な
る
加
盟
国
も
、
違
法
な
漁
業
、
報
告
さ
れ
て
い
な
い
漁
業
及
び
規
制
さ
れ
て
い
な
い
漁
業
等
に
従
事
す
る
船
舶

又
は
運
航
者
に
対
す
る
補
助
金
を
交
付
し
、
又
は
維
持
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

い
か
な
る
加
盟
国
も
、
濫
獲
さ
れ
た
資
源
に
関
す
る
漁
獲
等
に
対
す
る
補
助
金
を
交
付
し
、
又
は
維
持
し
て
は
な
ら
な

い
。

３

漁
業
補
助
金
協
定
に
基
づ
く
規
律
の
実
施
の
た
め
に
提
供
さ
れ
る
開
発
途
上
加
盟
国
に
対
す
る
技
術
援
助
及
び
能
力
の

開
発
に
関
す
る
援
助
を
支
援
す
る
た
め
、
関
連
す
る
国
際
機
関
と
協
力
し
て
、
世
界
貿
易
機
関
の
任
意
の
資
金
供
与
の
仕

組
み
を
設
置
す
る
。

４

加
盟
国
は
、
補
助
金
が
交
付
さ
れ
る
漁
獲
活
動
の
種
類
の
情
報
、
漁
業
補
助
金
協
定
に
関
連
を
有
す
る
自
国
の
漁
業
に

関
す
る
制
度
の
概
要
、
自
国
が
参
加
国
で
あ
る
地
域
漁
業
管
理
機
関
に
関
す
る
情
報
等
を
通
報
又
は
提
供
す
る
。

５

各
加
盟
国
の
代
表
で
構
成
す
る
漁
業
補
助
金
に
関
す
る
委
員
会
を
設
置
す
る
。

６

漁
業
補
助
金
協
定
が
効
力
を
生
じ
て
か
ら
四
年
以
内
に
包
括
的
な
規
律
が
採
択
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
一
般
理
事
会
が

別
段
の
決
定
を
行
わ
な
い
限
り
、
漁
業
補
助
金
協
定
は
直
ち
に
終
了
す
る
。


